
就業規則を変えていますか?
法対応で必要です!
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こうなっていませんか?

1 2 3有給?
ちゃんと毎年20日付与
してるよ!
忙しくてみんな取得出
来ていないけどね。

パワハラ?
うちは無いから方針な
んて出していないよ。

生まれてから8週間以内
に2回育休取得して、
その後また育休取得す
るの?
うちにはそんな制度な
いよ?

2022年４月１日から
中小企業もパワハラ防止措置
が義務化されています!

2019年４月１日から
年休が10日以上付与された従
業員は、年５日以上の取得が
義務化されています!

2022年10月１日から
産後パパ育休が創設されてい

ます!



法改正対応は必要です!

■法改正は、ほぼ毎年発生しています!

法改正で、就業規則の変更が必要になる事もあります!

就業規則の変更をしていないと・・・

様々なリスクを含むことになります!



就業規則を変更しないリスク
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違反すると罰則がある可能性がある。 ex:有給未取得 30万円以下の罰金

今の就業規則に記載があるとおりにやってるもん!では通じない時
がある

法対応しないブラック企業と思われる可能性がある。

社内での労務トラブルに発展する可能性がある



就業規則の変更

■就業規則を最新の状態にするには・・・

社会保険労務士にご相談ください!

労務相談や、労働法に日々触れている社会保険労務士に任せ
ることが安心につながります。
専門家に任せることで、記載しなければならない事項の漏れ
の心配がない。



主な法改正

（出典）厚生労働省:年５日の年次有給休暇の確実な取得わかりやすい解説

■働き方改革



主な法改正

（出典）厚生労働省:育児・介護休業法 改正ポイントのご案内



主な法改正

（出典）厚生労働省:職場におけるハラスメント防止対策が強化されました!

◆事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周
知・啓発すること
②行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業規則等の文書に規定し、 労働者
に周知・啓発すること

◆相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

◆職場におけるパワーハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応

◆そのほか併せて講ずべき措置


